
お
も
し
ろ
科
学
教
室
で
は
、

「
ふ
し
ぎ
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」

作
り
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時

３
月
７
日
（
日
）、
午

前
９
時
30
分
〜
正
午

▼
会
場

月
夜
野
町
農
村
改
善

セ
ン
タ
ー

▼
対
象

小
・
中
学
生
（
小
学

校
３
年
生
以
下
は
保
護
者
の
付

添
が
必
要
）

▼
定
員

40
人
（
先
着
順
）

▼
費
用

５
０
０
円
程
度

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ

生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
少
年
科
学
館
1

０
２
７
―
２
２
０
―
１
８
７
６
　

渋
川
地
区
高
等
職
業
訓
練
校

で
は
、
働
き
な
が
ら
仕
事
に
必

要
な
知
識
・
技
能
・
資
格
が
身

に
つ
け
ら
れ
ま
す
。

▼
訓
練
科

木
造
建
築
科
、
左

官
・
タ
イ
ル
施
工
科
、
建
築
板

金
科
、
配
管
科
、
と
び
科
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
施
工
科
及
び

型
枠
コ
ー
ス

▼
訓
練
日
数

週
１
日
〜
２
日

（
訓
練
科
に
よ
り
日
数
が
異
な
り

ま
す
）

▼
申
込
期
限

３
月
10
日
（
水
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ

渋
川

地
区
高
等
職
業
訓
練
校
1
０
２

７
９
―
５
４
―
５
１
７
７

▼
期
間

３
月
１
日
（
月
）
〜

７
日
（
日
）

▼
統
一
標
語

「
そ
の
油
断
火

か
ら
炎
へ
災
い
へ
」

火
災
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
一

人
ひ
と
り
の
心
が
け
が
必
要
で

す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、

火
災
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

○
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用

す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消

す
。放

送
大
学
は
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
を
通
じ
て
自
宅
で
学
習
で
き

る
大
学
で
す
。

▼
募
集
科
目

全
科
履
修
生

（
４
年
以
上
在
学
し
学
位
の
取
得

を
目
指
す
）、
選
科
履
修
生
（
１

年
間
在
学
し
希
望
科
目
を
履

修
）、
科
目
履
修
生
（
６
か
月
在

学
し
希
望
科
目
を
履
修
）

▼
願
書
受
付
締
切
日

２
月
29

日
（
日
）

▼
募
集
要
項
の
請
求
（
無

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

お
も
し
ろ
科
学
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

◆
県
生
涯
学
習
課

▼
催
し
も
の

職
業
訓
練
校
の

訓
練
生
を
募
集
し
ま
す

◆
渋
川
地
区
高
等
職
業
訓
練
校

春
季
全
国
火
災
予
防

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す

◆
県
消
防
防
災
課

▼
お
知
ら
せ
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４月から第一保育園内で「子育て支援センター」

がスタートします。

子育て支援センターは、子どもと保護者と保育

士が一緒に遊んだり、育児相談や子育てサークル

の支援を行います。

■対象者 就学前の乳幼児と保護者

■利用できる日 月曜日～金曜日（利用時間は曜

日によって異なります）

■費用 無料

■問い合わせ 第一保育園1２２－２３３１

放
送
大
学
の

入
学
生
を
募
集
し
ま
す

◆
放
送
大
学
群
馬
学
習
セ
ン
タ
ー

４月から第一保育園では、家庭での保育が一時的

に困難となる場合に乳幼児の保育を行います。

一時的に困難な時とは、病気・災害・事故・出

産・介護・冠婚葬祭の緊急時や保護者が育児に伴う

心理的・肉体的負担を解消するためにリフレッシュ

したいときなどです。

■対象者 村内に住む、生後６か月～就学前の乳幼

児

■利用できる日 月曜日～土曜日（保育園の通常開

所時間内）

■費用 ６か月～２歳は2,000円、３歳～６歳は

1,500円（１日につき）

財団�
法人�関東電気保安協会�KDH

東京電力（株）渋川支社�

２月は政府の呼びかけによる�

省エネルギー月間です�
＊安全エレちゃんからの省エネアドバイス＊�

夜間など窓から出入�
りする熱は、厚手の�
カーテンでシャット�
アウト！�

冬のお部屋の温度設定�
は、20℃をこえないよ�
うにね！�

フィルターの掃除は�
2週間に1度を目安にね！�

子育
て支援センター

始まります
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そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど

でお悩みの人は、ご相談ください。

村人権擁護委員が相談に応じま

す。◆日時：３月８日（月）、午

前10時～午後３時、◆会場：役

場会議室。

高血圧や糖尿病などでお悩みの

人は、ご相談ください。役場保健

師が相談を受けます。◆日時：２

月26日（木）、午後１時～４時、

◆場所：村保健センター1２４－

５１４２。

「眠れない」、「イライラして落

ちつかない」など、心に悩みを持

つ人はご相談ください。専門家が

相談に応じます。◆日時：３月５

日（金）、午後１時30分～（事前

に電話予約を）、◆会場：沼田保健

福祉事務所1２３－２１８５。

パートナーからの暴力などで悩

んでいる女性のための電話相談で

す。◆日時：平日午前10時～午

後８時、土・日・祝日午後１時～

５時◆相談専用電話1０２７－２

２６－２９０５。

村民を対象に、村の顧問弁護士

による法律相談を行います。◆日

時：３月４日（木）、午後２時～

４時◆会場：役場会議室◆定員：

４人（１人30分）◆申込方法：

役場総務課へ電話で予約を。

国民健康保険税６期、固定資
産税４期、介護保険料６期は３
月１日（月）が納期です。完納
にご協力ください。

今・月・の・納・期

村民法律相談

こころの健康相談

暴力電話相談

健康相談

人権相談所
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▼
問
い
合
わ
せ

群
馬
労
働
局

労
働
基
準
部
賃
金
室
1
０
２
７

―
２
１
０
―
５
０
０
５

零
細
事
業
者
を
対
象
に
、
デ

ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
や

酸
化
触
媒
装
置
を
装
着
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
事
業
所

常
時
雇
用
し

て
い
る
従
業
員
数
が
５
人
以
下

の
卸
売
・
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
、

20
人
以
下
の
製
造
・
建
設
・
運

輸
業
、
保
有
し
て
い
る
デ
ィ
ー

ゼ
ル
自
動
車
が
５
台
以
下
の
事

業
所
。

▼
補
助
率

装
置
本
体
と
装
着

す
る
費
用
の
４
分
の
１

▼
問
い
合
わ
せ

県
環
境
政
策

課
1
０
２
７
―
２
２
６
―
２
８

１
５

料
）
・
問
い
合
わ
せ

放
送
大

学
群
馬
学
習
セ
ン
タ
ー
1
０
２

７
―
２
３
０
―
１
０
８
５

前
橋
地
方
法
務
局
沼
田
支
局

で
扱
っ
て
い
る
、
土
地
・
建
物

の
不
動
産
登
記
事
務
を
２
回
に

分
け
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
し

ま
す
。

▼
第
１
次

３
月
15
日
（
月
）

…
沼
田
市
、
月
夜
野
町
、
水
上

町
、
昭
和
村

▼
第
２
次

７
月
12
日
（
月
）

…
白
沢
村
、
川
場
村
、
利
根
村
、

片
品
村
、
新
治
村

▼
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
伴
う
変

更
点不

動
産
登
記
簿
謄
本
・
抄
本

に
代
わ
り
「
登
記
事
項
証
明
書
」

を
発
行
。
手
数
料
１
通
１
、
０

０
０
円
（
10
枚
ま
で
）。

不
動
産
登
記
簿
の
閲
覧
が
な

く
な
り
「
登
記
事
項
要
約
書
」

を
発
行
。
手
数
料
１
登
記
記
録

５
０
０
円
（
５
枚
ま
で
）。

▼
問
い
合
わ
せ

前
橋
地
方
法

務
局
沼
田
支
局
1
２
２
―
２
５

１
８事

業
主
・
労
働
者
の
皆
さ
ん
、

も
う
一
度
最
低
賃
金
を
確
か
め

て
く
だ
さ
い
。

▼
産
業
別
最
低
賃
金

〇
鉄
鋼
業
　
　
　
　

７
５
２
円

○
一
般
機
械
器
具
製
造
業７

４
２
円

○
電
気
機
械
器
具
製
造
業７

４
０
円

○
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

７
４
２
円

群
馬
県
の
産
業
別

最
低
賃
金
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆
群
馬
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

おまわりさんからのお知らせ

飲酒運転等の取締りを強化
警察では、悲惨な交通事故を

防ぐため飲酒運転や無免許運転

などの取締りを強化しています。

飲酒をすると、運動機能が低

下し、ブレーキ・クラッチなど

の操作が遅れたり、アクセル操

作が乱暴になります。

悲惨な事故を起こさないよう、

次のことを守りましょう。

・酒を飲んだら車を運転しない。

・運転するなら酒を飲まない。

・車を運転する人には酒を飲ま

せない。

・酒飲み運転を許さない。

不
動
産
登
記
事
務
が

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
ま
す

◆
前
橋
地
方
法
務
局
沼
田
支
局

デ
ィ
ー
ゼ
ル
粒
子
状
物
質

減
少
装
置
装
着
補
助
金

◆
県
環
境
政
策
課

1

2


